
ⅦⅦ--EE--11：環境情報の公開：環境情報の公開

土木学会倫理教育小委員会土木学会倫理教育小委員会

・・情報公開は是情報公開は是だと，しばしば言われる．だと，しばしば言われる．

・しかし，・しかし，
「対策が確立されていない状態で，「対策が確立されていない状態で，
（環境に関連する）情報を公開すると，（環境に関連する）情報を公開すると，
市民を不安に陥れる市民を不安に陥れる」」

「「私有財産の価値を減じるおそれがある私有財産の価値を減じるおそれがあるため，ため，
（特定の地域の）土壌汚染の情報を（特定の地域の）土壌汚染の情報を
非公開にすべきである」非公開にすべきである」

と言われることもある．と言われることもある．

・「土木技術者」として，環境情報の公開について，・「土木技術者」として，環境情報の公開について，
どのような態度どのような態度をとればいいのだろうをとればいいのだろう............
様々な立場／状況を想像しつつ，考えてみよう．様々な立場／状況を想像しつつ，考えてみよう．

技術者は人なり p186


